
問　
実
効
性
の
あ
る
避
難

計
画
が
策
定
で
き
た
と
し

て
、
そ
の
公
表
前
に
避
難

の
当
事
者
で
あ
る
村
民
の

合
意
・
了
承
を
取
る
の
が

当
然
だ
と
考
え
る
が
。

答　
策
定
の
前
提
と
し
て

国
の
防
災
基
本
計
画
、
原

子
力
災
害
対
策
指
針
等
と

整
合
性
を
図
る
こ
と
が
必

要
で
、
有
事
の
際
に
避
難

指
示
を
発
出
す
る
行
政
の

責
任
に
お
い
て
計
画
策
定

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
考
え
る
た
め
、
村
民
か

ら
合
意
・
了
承
を
得
る
こ

と
は
予
定
し
て
い
な
い
。

一
方
、
村
民
に
「
初
動
」

を
理
解
し
て
も
ら
う
の
は

重
要
な
の
で
、
そ
の
た
め

の
説
明
会
を
開
催
し
た
い
。

問　
避
難
の
当
事
者
で
あ

る
村
民
を
無
視
す
る
と
は

驚
き
。
計
画
か
ら
こ
ぼ
れ

落
ち
る
「
避
難
弱
者
」
を

ど
う
考
え
る
か
。
ま
た
、

再
稼
働
是
非
の
意
向
把
握

と
は
了
承
を
得
る
こ
と
で

は
な
い
の
か
。

答　
避
難
行
動
要
支
援
者

の
う
ち
、
避
難
の
実
施
に

よ
り
健
康
リ
ス
ク
が
高
ま

る
方
は
放
射
線
防
護
対
策

を
講
じ
た
施
設
で
屋
内
退

避
す
る
。
移
動
方
法
等
は

「
個
別
避
難
計
画
」に
定
め

る
た
め
、
作
成
に
努
め
る
。

再
稼
働
是
非
判
断
は
住
民

の
賛
否
を
問
う
方
法
で
は

実
施
し
な
い
考
え
。

阿
あ

部
べ

　功
こ う

志
し

　議員

問 避難計画、村民の了承はどう取る
答 村民からの了承は予定していない

避難所のモデル　テントは 1人か 2人用、
仕切りなしなら白い四角 4㎡

問　
単
位
自
治
会
へ
一
括

方
式
で
補
助
金
を
交
付
す

る
方
法
は
再
考
す
べ
き
。

答　
単
位
自
治
会
交
付
金

は
「
単
位
自
治
会
の
行
う

各
種
事
業
」「
単
位
自
治
会

の
運
営
に
関
す
る
事
業
」

「
集
会
所
の
維
持
管
理
に

関
す
る
事
業
」
の
３
つ
の

事
業
を
対
象
と
し
、
自
治

会
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、

各
事
業
を
ま
と
め
て
申
請

か
ら
交
付
ま
で
取
り
扱
っ

て
い
る
。
交
付
金
の
取
り

扱
い
等
も
含
め
、
引
き
続

き
自
治
会
の
方
向
性
を
検

討
し
て
い
く
。

問　
自
治
会
の
方
向
性
の

具
体
的
な
検
討
と
は
。

答　
単
位
自
治
会
は
自
治

基
本
条
例
に
あ
る
よ
う

新政とうかい

舛
ま す

井
い

　文
ふ み

夫
お

　議員

問 自治会制度の方向性は
答 環境の変化に応じて再考していく

に
、
地
域
を
代
表
す
る
村

民
組
織
で
あ
り
、
地
域
に

重
要
な
存
在
。「
デ
ジ
タ

ル
化
」
「
組
織
間
連
携
」

「
事
業
や
組
織
の
ス
リ
ム

化
」
の
視
点
な
ど
を
用
い
、

持
続
可
能
な
単
位
自
治
会

構
築
に
向
け
て
努
め
て
い

く
。

問　
自
治
基
本
条
例
施
行

時
に
思
い
描
い
た
地
域
自

治
と
現
実
は
大
き
く
乖
離

し
て
い
な
い
か
。

答　
条
例
施
行
か
ら
約
10

年
が
経
ち
、
自
治
会
を
取

り
巻
く
環
境
等
が
変
化
し

て
い
る
。
今
後
の
自
治
会

の
方
向
性
に
つ
い
て
再
考

し
て
い
く
時
期
に
来
て
い

る
と
考
え
て
い
る
。

自治会の今後のあり方について検討を

一

般

質

問
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